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《研究ノート》

F・コールターの「福祉とスポーッ政策」

内　海　和　雄

本稿は，福祉国家とスポーツ政策の関連にっいて今最も活発に理論展開してい

るF・コールター教授の所論を検討するための準備作業である．

1　イギリスのスポーッ政策とスポーッ政策研究

　拙著『イギリスのスポーッ・フォー・オールー福祉国家のスポーッ政策一』

（不昧堂出版，2003年9月）と拙稿「イギリス福祉国家とスポーツ政策」（『一橋

論叢』2002年2月）で，イギリスのスポーッ・フォー・オール政策とスポーッ政

策研究の誕生について既に述べた．前者は60年代から70年代に掛けての高度経済

成長に支えられた福祉国家の第二段階（福祉国家の充実期）に，国民の文化・芸

術の権利保障と同時に社会統合的パターナリズムの一環として，すべての国民に

スポーッヘの参加を保障しようという「スポーッ・フォー・オール」として誕生

した．イギリスは労働者階級排除を本質とするアマチュアリズムの誕生国であり，

それはまたブルジョア個人主義のエートスを内包し，スポーッは個々人の責任で

対応するものだとして国民大衆のスポーッ参加への国や公共自治体による条件整

備を長く否定してきた．が，その栓桔も除去され始めようとしていた．

80年代になると，サッチャリズムによる福祉攻撃が激化し，また，60年代以降

の自治体におけるスポーツ行政部門の拡張，それに伴う専門職の増大は，スポー

ツ政策研究の必要性を高め，これまでのスポーツ史や体育教育研究とは別に，ス

ポーツ政策研究が誕生した．
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n　F・コールターの位置と略歴

1　F・コールターの位置

　F・コールターは70年代はイギリスのスポーッ政策の成長を見ながら学生，大

学院生を過ごし，80年代に論文を執筆し始めた．そして福祉国家の一環としての

スポーッ政策を反映して，スポーツ政策における市民権を強く意識しながら，今

日まで来た．っまりスポーッ政策研究の第一世代として成長した．それ故に，常

に新たな問題に直面し，多くが未だに唯一の研究であるケースも多い．

　しかし，一方で80年代のサッチャリズム以降の新自由主義の導入により，福祉

国家的政策だけから混合経済的な実態に移行するスポーツ政策の現実とそれに対

応する政策研究は，その現実をより直視する必要があるとして，機械的に市民権

論をかざす「標準的な市民権パラダイム（Normative　Citizenship　Paradigm）」

だけでは現実は把握できないと警告を発し始めたが，それが前者からは「新自由

主義者」との誹りとなり，論争に至った．

　ここに，今のイギリスにおけるスポーッ政策とその研究の混乱と苦悩の一端が

示されている。こうした中で，F・コールターはあくまでも現実把握を強調して

いる．

2　学歴・研究職歴

　F・コールターは1946年に北アイルランドに生まれ，75年に北ロンドンポリテ

クニックで社会学士を取得した．77年にロンドン大学経済学部（LSE）で社会学

修士を修め，その後職に就き，2002年にリーズメトロポリタン大学で博士号を取

得した．

　研究職歴としては，先ず北ロンドンポリテクニクの調査研究ユニットのリサー

チフェローに就き　（1978～81），その後エディンバラ大学地理学部ッーリズム・

レクリエーションユニットのリサーチフェローへ転任した　（1982～83）．そして

同大学モウレイハウス研究所レジャー研究センターへ移った（1984～86），しか

し，80年代後半には再び北ロンドンポリテクニク，レジャー・ッーリズム研究セ

ンターに所長として戻った（1986～90）．90年にはエディンバラ大学，レジャー
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研究センター所長となり，多くの調査と研究を手がけた（1990～2003）．2003年

5月からスターリング大学スポーッ政策研究教授として，転勤した．こうして，

彼はロンドンを中心とするイングランドとエディンバラを中心とするスコットラ

ンドを拠点としっっ，全国を視野に入れながら，スポーツ政策の基礎調査と研究

に遭進してきた．

　その傍ら，スポーッカウンシル・研究諮問グループメンバーやカウンシル・オ

ブ・ヨーロッパ「スポーッと社会結合」ワーキンググループメンバー，そしてス

ポーッスコットランド研究グループ議長他，政策策定のための研究グループにも

深く関わり，この分野の中心的な一人として活躍している。

皿　F・コールターの研究概要

　彼の研究は大きく，理論研究と調査研究とに分けられる．それらは巻末に資料

A（理論研究），資料B（調査研究）として掲げた．特に90年代はエディンバラ

大学のレジャー研究センターで，総額6億円に近い委託研究を受け入れた．これ

はイギリスの大学が学外の諸資金を導入する方式を採用し始めたことと無関係で

はない．しかし，F・コールターの場合はそれを受動的な次元で止まらせず，こ

の調査研究，委託研究の中に彼の理論研究の素材を多く内在させて来たところに

その卓越さを示し，多くの実証に支えられた特徴がある．

l　F・コールターの研究変遷

　F・コールターの研究領域と変遷は，1980年代初頭は，レジャー社会学，レ

ジャー専門職の確立に関する理論研究が主となっている．そして80年代後半から

は，レジャー・スポーッ提供の公共責任論，公共提供の理論的根拠を探究してい

る．そして主に，90年にエディンバラ大学に移ってからは，多くの調査研究・委

託研究を受託しながら，実態把握の方法論にも傾注し，それらの実証を基礎に90

年代後半からは再び公共性と市場の混合経済に関連して多くの貴重な成果を残し

ている．

　ここで，一点だけ断っておかなければならないのは，F・コールターにおける

レジャー，レクリエーション，そしてスポーッの関連である．彼の論文でも前二
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者の識別は明確ではない．従って，ここではほぼ同義語として受け止めておきた

い．そしてスポーッはその内の一領域であるが，彼のレジャー，レクリエーショ

ン研究の大半がスポーッ領域でもある，

2　F・コールターの研究領域

〔1）理論研究

　理論研究の領域としては，概ね以下の4っの領域から構成されている．

・スポーッとレジャー政策

・スポーツ計画

・スポーッ行政と物価の意義

・スポーツ，社会的排除そして都市再開発

（2）調査研究。委託研究

　1990年から2002年まで，資料Bに見るような委託研究を受託しその実証的研

究を通しながら一方での理論的な要素を抽出してきた．委託研究ではあっても，

テーマ，内容，方法はコールター側からも提起された．

　研究所での委託調査，研究は1990年にエディンバラ大学へ転任してから2003年

まで，約38である．その領域も多岐に渡っている，

W　機械的公共責任論の批判

　ここでは，特にF・コールターの福祉国家とスポーッの公共による提供との関

連に関する主張を垣間見る．これは先の4つの研究領域全体にまたがる基本テー

マであり，全体を概観してからでないとまとめきれないが，彼自身の直接的な議

論の焦点，エッセンスは以下のようにまとめられる．

l　F・コールターの「福祉とスポーッ政策」

（D　公共レジャー提供と社会的市民権

　イギリスにおけるレジャー固有の理論と研究方法は必ずしも確立しているわけ

ではないが，この間，福祉の一っの領域としては，どうにか確立してきた．（A－

Ol，A－05）とはいえ，行政におけるレジャー部門は福祉の中で未だその地位を確

立しているとは言えない実態である．（A－03，A－09，A－15，A－22）それは調査研
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究・委託研究を通しても言えることである．

　こうした経緯をふまえて，F・コールターはレジャー研究における「標準的な

市民権パラダイム」の機械的な公共責任論の批判へと向かう．（A－36，A－37，A－

38）その骨格は既に1986～88年になされた『レクリエーション的福祉：レジャー

における公共的提供の根拠』に示されており，概要を見ておきたい．

　本書では，これまでの公共的レジャー提供の研究が「何を」「如何に」を中心

に行われてきたが，「なぜ」という根本的理由を追究した来なかったとして，そ

のことを課題とした．そのため，T・H・マーシャルの市民的権利（18世紀），

政治的権利（19世紀）そして社会的権利（20世紀）という権利概念の発展の延長

として，福祉国家の第二段階の「レジャー権」「スポーッ権」の承認を主張する，

いわゆる「標準的な市民権パラダイム」である。これは福祉国家の中で，特に70

年代に大きく飛躍したスポーッ政策を反映して，多くの研究者の前提ともいうべ

き思考となったものである．

　しかし，特に80年代以降のサッチャリズムの中で，市場化が強力に推進され，

現実には公共と市場との競合，あるいは混合経済の中で，国民，地域住民へのス

ポーツ提供もこれまでの公共一本槍でなく，商業的提供も増え，「公共的提供＝

市民の積極性の保障」「商業的提供＝市民の消極的消費」という機械的な思考が

未だに席巻していることに警告を発した．っまり，現実に存在もしない公共的保

障の空論を振り回すだけでなく，もっと実態に沿った研究の推進，っまり商業的

提供の役割，意義の研究も推進する必要があると主張した．現実の正しい把握の

ために，「標準的な市民権パラダイム」を批判した。

　しかし，この点で多くの「標準的な市民権パラダイム」論者から「コールター

は新自由主義者か」との誹りを受けることになった．この点は後述の論争に譲る．

（2）公共レジャー提供，その手段論（外部効果と社会的包摂）

　上記が，スポーッ・レジャーの市民権的主張とその具体化の側面であるとする

と，ここでの側面は公共的提供における場合の手段的活用，っまり社会問題対処

のための利用である．特に反社会的行動の減少（A－06，A－26）や，より多面的

な「社会的包摂」（A－39，A－46）の課題を社会調査も踏まえながら解明した．
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（3）入場料金と制限された市民権

　参加阻害要因としてジェンダー，社会階級，民族性，入場料等が指摘されるが，

F・コールターの場合，特に入場料問題にっいての実証研究に注目した（A－14，

A－15，A－34）．こうした実証研究はイギリスで唯一のものであり，貴重である．

ここでの結論として，公共施設使用料の値上げは主要な阻害要因ではなく，常時

使用する人はあまり気にせず，最初から使用しない人は，そもそも使用料金が原

因で使用しないのではない．施設利用の理由，あるいはスポーッヘの参加は生活

信条，生活様式など，もっと別の問題が主要な原因を占めていると述べている．

これに関わって，90年代当初から導入された自治体業務の強制競争入札（CCT）

が，民営化の導入であるとする思潮の中で，それは目的一方法一一評価の曖昧で

あった自治体業務により明確な評価制度を導入することにもなり，必ずしもマイ

ナス面ばかりではないと，F・コールターは冷静に分析した．

2　論争：R・ディームからの批判

　こうして，論陣を張り始めたF・コールターに対してR・ディームが次の2点

で批判した．第1はジェンダーやレジャー研究はそれ自体として独自な領域とし

て確立している，第2はコールターが不平等の現実を見ようとせず，あるべき社

会論に欠ける現状追随的であり，もっと格差の原因追及とその是正のための研究

に集中すべきである，と1）．本稿ではこの後者が主要な論点であり，そちらに焦

点化する。

　これに対し，F・コールターは「A－37，A－38」で反批判し，批判が抽象的で

あり，より具体的に，そして現実に即して議論しようと述べた．

　　　1）　Rosemary　Deem，‘How　do　we　get　out　of　the　ghetto？Strategies　for　re・

　　search　on　gender　and　leisure　for　the　twentyイirst　centurゾ，ムαs麗72S飽漉θs，VoL

　　18，No、3，July　l999，Leisure　Studies　Association，E＆FN　Spon

3　両者の論点

　F・コールターはR・ディームが批判するように不平等研究は古いとは明言し

ていないし，すべて市場化で可能であるとも述べていない．

　この両者の現状認識における共通性は，福祉国家的政策によるスポーツ，レ
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ジャー政策での公共的提供の現実は70年代のような楽天的現実ではなく，混合経

済的現実となっている，ということである．

　しかし，その現状の把握の上で，そして今後の方向性の上で，力点の置き場所

が異なっている，っまり，F・コールターは混合経済を実態として受け入れ，保

障し得ない公共責任の部分までをも教条的に叫ぶのではなく，資本主義社会のス

ポーッ政策のあり方を探究すべきだと主張する．一方，R・ディーム（他，標準

的な市民権パラダイム論者）は，あくまでも公共的責任の不十分さを指摘する．

その一方でF・コールターの指摘するように商業的実態の分析はほとんど無視し

ている．

V　福祉国家論とスポーツ政策研究の現状と課題

　以上のような論争，及び諸理論は，スポーッ政策における公共責任と私的責任，

公共性と市場，そこでのスポーッ政策の意義と役割などが問われている．その意

味で，イギリスにおける福祉国家論とスポーッ政策の関連の到達点が垣間見える．

これらは，福祉に関連する他領域と同様に，サッチャー政権以降の新自由主義政

権下での苦悩を反映している．

　F・コールターはスポーッ政策研究者のまさに第一世代として，実証と理論と

の結合に格闘しっつある人である．そしてスポーッの公共的提供の根拠について

追究した数少ない一人である．その必然として福祉国家との関連を追究すること

になった．ここで，今後の研究課題の骨子をまとめておきたい、

①日本の現状ではスポーッの公共性論は未だ弱いが，イギリスの場合，福祉国家

　を前提とした公共責任論が主流である．アマチュアリズムによって，大衆ス

　ポーッヘの国家的介在が後進的であったイギリスが1960年のウォルフェンデン

　レポート以降の公共的責任論，っまり福祉国家の第二段階を経過して，スポー

　ツ研究も，ようやくアマチュアリズムを克服しようとしていた．しかしスポー

　ツ理論として，福祉国家論との関連，その公共責任，公共性論が深められたか

　といえば，全く逆である．スポーッ政策におけるその点の不十分さの克服が大

　きな課題である．
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②「論は現実的な実証を伴って論じる必要がある」とは言うが，F・コールター

　の場合，理論研究において自らの実証研究との結合が十分でないように思う．

　F・コールターにおいても両者を結合した論述が問われているように思われる．

　それによって論はより積極的な説得力を有すると思う．

③スポーッの市場化の実態研究がない．拙稿「新自由主義下のスポーッ政策一市

　場化と公共化の対抗一」（『一橋論叢』2002年8月号）で分析した（日本の90年

　代）ように，同じスポーッでも，その使用する施設の特性によって市場化の可

　能なものと不可能なものに，はっきりと別れた．もし，後者をも強引に市場化

　すれば，それは必然的に文化の衰退を意味する．

　　こうして，スポーッには市場化に適さないものが多数あるという，「市場化

　の実態」「市場の欠陥」の詳細な分析も必要なように思われる．そうでなけれ

　ば，文化の奇形的発展を招きかねない．

④上記の課題をも包摂した「福祉国家とスポーッ政策』の体系化である．F・

　コールター自信も構想しているが，未だその具体化にはとりかかっていない．

　しかし，既存の論文や資料からそれは可能であると思われる．この課題は単に

　イギリス国内においてのみならず，全世界的に見ても求められており，期待し

　たい．

　概ね，以上のような課題が提起されると考える．

資料A（理論研究）

Ol　‘Leisure　Soc正010gy　or　the　Sociology　of　Leisure？’，Pαρθ7s碗L2∫sz’72S躍4ゴθ亀

　No．4，Polytechnic　of　North　London，1982

02C70副δ吻加o麗7α蜘oめα‘伽α励θs酒s惚y伽Soo磁η4Foo伽泥丁摺s義19醒

　（with　Dr　S　Walker　and　M　Foley）

03　A　Leisure　profession？Deflnitions　and　dilemmas，Locα」Oo泥”2，n2η田oあo”n眈一

　伽＆Dec．，1986

04　／100θs舘o疏εCo襯耽ys掘θノb7Rθc7ε碑oπα屈Spoπ，Countryside　Commission／

　Sports　Councll1987（with　R　Sklaway，Prof　H　Newby，P　Scott　and　I　Renn正ck）

051～θ072傭oηαZ恥伽7θ」丁肋1～副oη伽ノ07P励」∫cS召c♂07肋ηθs伽㎝涯ηLθ歪s鴛7θ，

422



研究ノート （109）

　　Gower，1988（with　J　Long　and　B　Duffield）

06　Sρ07オ‘zη4／1π瓦一soo∫α’βcん‘z擁o配7’／1♂鉱θ7α‘z‘72猶召毎θω，Scottish　Sports　Council，

　　Research　Report，No．2，1988

07　Leis皿e　Policy：An　unresolvable　dualism？，C，Rojek（ed），L切s郷θメoγ加ゴs㍑γ召

　　　Cア漉oαZ　Essαys，Macmillan，1988

08　P如yfηg漉θ砿αoん伽θs二丁加Usθoグノ1解％sθη昭窺z470α吻s，The　Centre　for　Lei－

　　sure　Research／British　Amusement　Catering　Trades　Assoclation，1989（with

　　Dr　E　Wimbush　and　M　Allison），

09　Leisure　Professionahsm：Citizens　or　consumers？，L切s獅召S‘認ゴ召s，VoL9，No．2．

　　1990

10　Rεc79αあoη踊αηα9召解9η‘丁貿z歪η’π9ハセ94s，Sports　Council，1990

11　Rε加θωoプSρoπs，R2c7θ砒∫oπα冠Lθ∫s郷召1）εg7θεCo麗7s2s，CNAA，1991

12　P歪gθs‘o∫Sρoπs　S如‘∫sだosJ　T加冠E4歪置歪oη，Sports　Counci1，1991（with　L　John－

　　son　et　a1）

13　F加α7zo毎」砂ノ1ss∫s‘24丁箔αηsρoπ力7R％猶α‘S側歪曜7π初g　PooJs，Research　Report，

　　N「o．30，Scottish　Sports　Counci1，1993

14　P伽7θη‘宛♂C加㎎2sα磁Sρoπs　P‘zπ∫（】ゆα‘歪oη，Scottish　Sports　Council，1993

　　（withRFrizzelandMAIHson）

15丁舵伽ραc診oゆ醜襯oπsガηo加792so纏sα92伽gJs副o副α励o嬢ysカ07蜘磁一

　　‘犯s，Scottish　Sports　Counci1，1993

16　1πノb”ηα‘歪oη　So％7℃（～sαηd　S鴛甥2y砿窃ん04s／b7」1～cc箔θαあoπノ砿αηα99”3θ？π，SPorts
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17　Spoπαπ4L函s㍑7θル毎παgθ舵¢漉．’Coηゆ認so勿y　Co解ρα漉泥　丁θ7z4θ短ηg，National

　　Report，Sports　Council，1993

18　丁加1～o♂o　o∫SoんooJsαs　Sρoπs　P箔o漉497s，East　Midlands　Sports　Counci1，1994

　　　（withMAllison）

19Tσα規SρoπSoo伽屈＝。4ηE槻伽碑oη，ScottishSportsCounci1，1994（withMAl－

　　lison　and　I　Martin）

20Co吻μ‘30砂Co吻9’伽εTθη42吻9α屈SρoπsPε泥♂o加召窺P伽痂9伽Soo‘一

　　」αη4，Scottish　Sports　Council，1994

21丁加L2魏70飽¢ds　o∫yoμηg　P20卿，Wester　Hailes　Partnershlp，1994（with　M

　　Allison）

22　Compulsory　Competitive　Tendoring：A　Lost　Opportunity？，ル勉παg初gムε∫一

　　sμ7e；且π伽‘2”τ‘漉oπ‘／0μ解α∫，VoLl，No．1，1995
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　　ral　Heritage，1995（with　C　MacGregor　and　R　Frizze1）

25　Sρoπ‘zπ4Co蹴鵠πη髭y1）ωεJoρη昭πちResearch　Digest，No．42，Scottish　Sports
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26　Spoπ‘zπd／1πだ一socゴα‘βcんα加oμ73／1ρo’ゴρyα徹z’lys∫s，Research　Digest，No．41，Sco－

　　ttish　Sports　Counci1，1996

27　R召sθα70んR召9ゴsオ27’L2歪s％7θ，ノ～cc猶2‘π∫oηαπd　S1）07孟，English　Sports　Counci1，1996

　　　（with　John　Taylor）

28　Uκ0αy碗s∫’s　S麗πεy，1994，Countryside　Commission，1996

29　N襯o肱J　Pα漉s四s髭07Sμ7泥y，1994：Summary　Report，Comtryslde　Commis－

　　sion，1996（with　C　MacGregor　and　R　Denman）

30　F‘zo2’麗‘y　PJ‘zπ毎η9ノレ須oゴ9JJ1ηノbηη‘z面oπP歪98s’，English　Sports　Council，1997

31　Leisure　Science　and　Leisure　Studies＝Different　concept　same　crisis？，L傷s獅o

　　Soゴθηoθs，Vol，19，No．4，1997

32　　γoz‘πg　P召oρ彪　‘zη4　Sρoπ，　1994’10　s1）oπs　ρ70チ記（ヨs，　English　Sports　Counc董1

　　（with　John　Taylor），1998

33　Sρoπs　Pαπゴoゆαε歪oη伽Sσo‘‘αη4r1987－19961Research　Report，No．54，Scottish

　　SPorts　Counci1，1998

34　Uπ髭碇y　Pγ記初gαη4Sρoπs　Pα漉cゆαごゴoη，Research　Report，No．60，Scottish　Spo・

　　rts　Counc11，1998，

35　Spo冗s　Pαπ∫cゆαだoη∫ηSoo記αη4’199Z　Research　Report，No61，Scottish　Spo－

　　rts　Council，1998

36　Leisure　Studies，leisure　pohcy　an（i　social　cltizenship　l　The　failure　of　welfare

　　or　the　limits　of　welfare？，Lθ‘s郷θS顔ゴ∫θs，VoLl7，No2，1998

37　Leisure　studies，leisure　policy　and　social　citizenshlp：a　response　to　Rose－

　　mary　Deem，加お郷θS‘認∫6s，VoL19，No．1，2000

38　Public　and　commercial　leisure　provision＝actlve　citizens　an（1passive　consum－

　　ers？，Lθゴs郷2S伽d∫2s，Vol．19，No．3，2000

39　Tんε70」θoゾsρoπ∫η　729θη¢7αあπ94召1）ガび召（オμアδαηα猶oαs，Scottish　Executive

　　（with　Mary　Ailison　an（1John　Taylor），2000

40　1～oα‘鋭ηg此θPo陀η磁J　oプCπ伽7αJ　Sθ7加o¢3，・疏¢α7‘s，Local　Govemment　Asso－

　　ciat圭on，London，2001

411～θα‘zs初g‘ho　Po‘θπ‘∫αJ　oゾC㍑伽剛Sθ漉cesまsρoガ，Local　Govemment　Associa－

　　tion，London，2001
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42　R2α’乞s伽g地θPo∫επ磁‘oグCμ伽勉‘Sθ観02s．’励名αガθs，Local　Govemment　Asso－

　　ciation，London，2001

43　1～εα‘ゴs∫πg洗θPoオθ％磁J　oゾC認施7α‘Sε7面o¢3二μαッ，（with　John　Taylor），Local

　　Govemment　Association，London，2001

44　1～εα‘∫s伽gごh2Poご2η君毎Z　o／Cπ々㍑猶α’Sθγ卯02sψα漉sαη40ρgηsραc¢s，（with　John

　　Taylor），Local　Govemment　Association，London，2001

45　Rθα傭初g此θPo’召η磁♂o∫Cμ伽7α‘Sθ観o召sゴo麗7歪sアη，（with　G　Evans），Local

　　Govemment　Association，London，2001

46　Sρoπ‘zπ400規鍛μπz’y4ωgJoρηzθη‘諏4ηzαπ4α‘，Research　Report，No．86，Sportsc－

　　otland，Edinburgh，2002

資料B（調査研究・委託研究）

報告書（プロジェクト名），依頼機関，提出年（総額6億円近い）

Ol　Z）ゴ9θs‘ρ∫S1）oπs　S‘α診歪s琵cs，English　Sports　CouncU，1990－1991

02　、4002ss　fo77¢072傭oηα屈sρoπoηノ1篇朋，Countryside　Commission　for　Scot－

　　land，1991－1992

03　F伽冗zπo毎♂’ly』／1ss∫s♂04丁箔απsρoπゴ～麗名とz♂Sω∫窺常加g　PooJs，Scottish　Sports　Coun－

　　ci1，1992

04　Coηc2ss∫oη礎y　pαπゴoゆα吻ηsohθ窺εsぎπsρoγ広，Association　of　Directors　of　Le1－

　　sure，Recreation　and　Tourism，1992－1993

　　　P旋z，”πηg∫ヒ）■Coμη≠耽ys掘2S1》07’，Scottish　Sports　Council，　1993

　　　Sρ07渉2000　尺ε！ノ∫9ω，Scottlsh　Sports　Council，1993

　　　Tんεぎ規ρ‘z（ンオo∫CCT　oηsρoπs耀αηα9召ηz2η4English　Sφorts　Council，1993

　　　Tεαη3SρoπSoo記αη4Eびα’麗αおoη，Scottish　Sports　Council，　1993－1994

　　　CCTαπd　spoπs4θび召‘op吻θ窺p‘αη加㎎g，Scottish　Sports　Counci1，1994

　　　P‘απη∫η9／b7Spoπ∫η‘hθノ“07孟h四εs置，English　Sports　Coundl，1994

　　　Tんθ　歪η4》αcごo∫so（加♂dαss，hoμs2ho‘（1　’y1）θごz？z4θ4πcα’ゴo，z　oηs∫》07‘sρα7∫∫c∫ρα一

　　廊oη，English　Sports　Counci1，1994

12丁舵観s惚ηθθ4s　oプyo麗π9♪θo卿腕恥sご召7且副¢s，Wester　Hailes　Partner・

　　sh孟p，1994－1995

14　UK1）αッレゴ舘s　Sμ得oy　Rの07’，1994，Countryside　Commission，1995

15　Sρo帰αη4Co解彿麗η露y　Dθ∂θJoρ窺θπちScottish　Sports　Council，　1996

05

06

07

08

09

10

11

13　ルf㏄s2‘7ゴπg　Sρoπ3Pα7あ（ゴραあoπ＝11解αη㍑‘z‘，English　Sports　Council，1994－1995
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16　Fθαs必π露〕ヴ字）髭o‘fo7η‘π歪oηα’s麗卿θy　o∫sカoπspαπ歪oゆα麗oη，Eng重ish　Sports　Coun－

　　cil，1996－1997

　　1997

　　　E‘zo∫あ砂PZαπn∫η9砿odθ’．’∠）α’αδ‘zsθ，English　Sports　Council，1997－1998
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　　1an（i，1999

30　E”‘zJμαあoπoチyo麗渉んSpo”ハ汚oπhθ㎜17ε」α，zd，Sports　Council　Northern　Irelan（1，
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　　2000－2001

　　versity），2002

37　　roμπg　Pθoρ」θαη4Sρoπ’πハ汚07漉θ”z1π～‘‘zηd，Sports　Council　N「orthern　Ireland，

　　2001－2002

38　ScんooJ　Sρoπs　C（》一〇7dεπ‘z∫07s　r！1πθ班z‘μα‘ゴoη，sportscotland，2002

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一橋大学大学院社会学研究科教授）

17　Scんoo‘一αg2c雇耐箔召π‘z，z4s1）oπ，English　Sports　CQuncil，1996－1997

18　Sρoπs　Pαπ歪oゆ‘z君foπ』T7召，z43αηゴρo麗cy　Z規1）疏απ∫oπs，English　Sports　Counci1，
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20
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26

28　Sρoπsραπ乞6fρ‘z‘∫oπ∫πSco∫‘αη4」19981Scottish　Sports　Counci1，1999

29　1）e〃3αη4／b7Cη’cた9‘∫ηεんθ四2s‘ハ4掘‘απ4s，Enghsh　Cricket　Board／Sport　Eng－

31　S1）oπs　C‘麗δs歪ηScoオ旋zη4，Scottish　Sports　Counci1，1999－2000

32　　yoπ‘んSρoπEoyJg　f／1，zθびα‘παあoη，Sports　Council　Northern　Ire重and，1999－2000

33　ル勉党伽g漉召oαs2メ070麗‘伽7αJ　sθ卿膨s，The　Local　Govemment　Association，

34　Spoπαη4Coη多解μππy　Pθびθ♂oρ窺θηた孟彿απ鋸α‘，sportscoUand，2001－2002
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36　P2吻”ηα箆oo1η4加’07s／b7Sρoπ，Sport　England（with　Shefflel（i　Hallam　Uni一

426


